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　　規　　　　　　　則　　

　奈良市介護保険規則の一部を改正する規則をここに公布

する。
　平成２７年２月１３日

奈良市長　仲　川　元　庸　
奈良市規則第１号
　奈良市介護保険規則の一部を改正する規則

　奈良市介護保険規則（平成１２年奈良市規則第３０号）の一
部を次のように改正する。
　第７条第２号中「介護保険要介護認定・要支援認定等決
定通知書」を「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通
知書」に改め、同条第４号中「介護保険要介護認定・要支
援認定非該当決定通知書」を「介護保険要介護認定・要支
援認定等結果通知書」に改める。
　第８条第９号中「口座振替済通知書」を「介護保険料口
座振替済通知書」に改め、同条第１０号中「督促状」を「介
護保険料納付督促状」に改める。
　第９条第５号中「介護保険給付費支給（不支給）決定通
知書」を「介護保険償還払支給（不支給）決定通知書」に
改め、同条第１０号中「介護保険負担限度額決定通知書」を
「介護保険負担限度額認定決定通知書」に改め、同条第１２
号中「利用者負担額減免等決定通知書」を「介護保険利用
者負担減額・免除決定通知書」に改める。
　第１０条第２号中「介護保険給付の支払方法変更決定通知
書」を「介護保険給付の支払方法変更通知書」に改め、同
条第３号中「介護保険給付の支払一時差止決定通知書」を
「介護保険給付の支払一時差止通知書」に改め、同条第６
号中「介護保険滞納保険料控除決定通知書」を「介護保険
滞納保険料控除通知書」に改め、同条第８号中「介護保険
給付の支払方法変更等決定通知書」を「介護保険給付の支
払方法変更等通知書」に改め、同条第９号中「介護保険給
付額減額等決定通知書」を「介護保険給付額減額通知書」
に改める。
　別記第２号様式から第５号様式までを次のように改め
る。
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（
注
）
余
白
に
状
態
区
分
の
変
更
申
請
及
び
更
新
申
請
の
時
期
、
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
の
変
更
申
請
方
法
、
審
査
会
意
見
の
被
保
険
者
へ
の
記
載

及
び
問
い
合
わ
せ
先
に
つ
い
て
、
裏
面
に
不
服
申
立
て
及
び
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

年
日

月

様

奈
良
市
長

介
護
保
険
要
介
護
認
定
・
要
支
援
認
定
等
結
果
通
知
書

年
月

日
あ
な
た
が
行
っ
た
要
介
護
認
定
・
要
支
援
認
定
等
の
申
請
に
つ
い
て
、
介
護
認
定
審
査
会
に
お
い
て

次
の
と
お
り
審
査
判
定
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
認
定
し
通
知
し
ま
す
。

認
定
結
果

理
由

「
要
介
護
」
及
び
「
要
支
援
」
の
場
合
、
そ
の
認
定
期
間間

認
定
の
有
効
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日

被
保
険
者
番
号

被
保
険
者
氏
名

印 ま
で

（
注
）
余
白
に
問
い
合
わ
せ
先
に
つ
い
て
、
裏
面
に
不
服
申
立
て
及
び
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

年
月

日

様

奈
良
市
長

介
護
保
険
要
介
護
認
定
・
要
支
援
認
定
等
却
下
通
知
書

あ
な
た
が
行
っ
た
要
介
護
変
更
認
定
申
請
は
、
介
護
認
定
審
査
会
に
お
い
て
審
査
判
定
し
た
結
果
、
却
下
と
な
り
ま
し
た

の
で
通
知
し
ま
す
。

よ
っ
て
前
回
の
要
介
護
（
要
支
援
）
区
分
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

被
保
険
者
番
号

被
保
険
者
氏
名

第
３
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

第
２
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）
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（
注
）
余
白
に
問
い
合
わ
せ
先
に
つ
い
て
、
裏
面
に
不
服
申
立
て
及
び
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

年
月

日

様

奈
良
市
長

介
護
保
険
要
介
護
認
定
・
要
支
援
認
定
等
結
果
通
知
書

年
月

日
あ
な
た
が
行
っ
た
要
介
護
認
定
・
要
支
援
認
定
等
の
申
請
に
つ
い
て
、
介
護
認
定
審
査
会
に
お
い
て

次
の
と
お
り
審
査
判
定
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
認
定
し
通
知
し
ま
す
。

認
定
結
果

理
由

「
要
介
護
」
及
び
「
要
支
援
」
の
場
合
、
そ
の
認
定
期
間
期

認
定
の
有
効
期
間

年
月

日
か
らら

年
月

日

非
該
当

被
保
険
者
番
号

被
保
険
者
氏
名

ま
で

（
注
）
余
白
に
被
保
険
者
証
の
提
出
期
限
及
び
問
い
合
わ
せ
先
に
つ
い
て
、
裏
面
に
不
服
申
立
て
及
び
取
消
訴
訟
に

　
　
　
つ
い
て
記
載
す
る
。

年
月

日

様

奈
良
市
長

介
護
保
険
要
介
護
認
定
・
要
支
援
認
定
取
消
通
知
書

年
月

日
に
行
わ
れ
た
要
介
護
認
定
・
要
支
援
認
定
を
介
護
認
定
審
査
会
の
審
査
に
従
い
取
り
消
し
ま
す
。

取
消
理
由

被
保
険
者
番
号

被
保
険
者
氏
名

第
５
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

第
４
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）
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　別記第７号様式の２を次のように改める。

（
注
）
余
白
に
問
い
合
わ
せ
先
等
に
つ
い
て
、
裏
面
に
不
服
申
立
て
、
取
消
訴
訟
等
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

年
月

日

様

奈
良
市
長

介
護
保
険
料
特
別
徴
収
開
始
通
知
書

介
護
保
険
料
の
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
に
関
し
て
次
の
と
お
り
開
始
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

開
始
内
容

開
始
理
由

年
度
か
ら
の
保
険
料
の
納
付
方
法

保
険
料
額

年
金
支
払
月

保
険
料
額

特
別
徴
収
義
務
者

年
金
記
号
番
号

年
金
種
別

特
別
徴
収
開
始
年
月

被
保
険
者
氏
名

被
保
険
者
番
号

印

第
７
号
様
式
の
２
（
第
８
条
関
係
）

　別記第10号様式及び第11号様式を次のように改める。

（
注
）
余
白
に
問
い
合
わ
せ
先
等
に
つ
い
て
、
裏
面
に
不
服
申
立
て
、
取
消
訴
訟
等
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

様

奈
良
市
長

介
護
保
険
料
減
免
決
定
通
知
書

年
度
分
介
護
保
険
料
の
減
免
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
奈
良
市
介
護

保
険
条
例
第
１
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
決
定
す
る
事
に
な
り
ま
し

た
の
で
通
知
し
ま
す
。

決
定
内
容

申
請
年
月
日

年
月

日
決
定
年
月
日

年
月

日
決
定
事
由

減
免
内
容

減
免
決
定

減
免
額

減
免
期
間

年
月

日
～

年
月

日

被
保
険
者
氏
名

被
保
険
者
番
号

年
月

日

印

号
第

第
１０
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）
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年
月

日

様

奈
良
市
長

介
護
保
険
料
口
座
振
替
済
通
知
書

あ
な
た
の
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
、

ま
し
た
内
容
を
下
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。

年
月
か
ら

年
月
ま
で
に
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
い
た
だ
き

記

口
座
振
替
済
通
知
書
に
関
す
る
記
事
を

記
載
す
る
。

年
度

期
別

納
付
金
額
（
円
）

振
替
年
月
日

合
計

科
目

被
保
険
者
番
号

被
保
険
者
氏
名

金
融
機
関
名

口
座
番
号

口
座
名
義
人

印

　別記第13号様式及び第14号様式を次のように改める。

第
１３
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

（
注
）
余
白
に
問
い
合
わ
せ
先
等
に
つ
い
て
、
裏
面
に
不
服
申
立
て
、
取
消
訴
訟
等
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

号
第 年

月
日

様

奈
良
市
長

介
護
保
険
料
徴
収
猶
予
決
定
通
知
書

年
度
分
介
護
保
険
料
の
減
免
・
徴
収
猶
予
の
申
請
に
つ
い
て
は
、

奈
良
市
介
護
保
険
条
例
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
決
定
す
る
事
に

な
り
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

決
定
内
容

申
請
年
月
日

年
月

日
決
定
年
月
日

年
月

日
決
定
事
由

猶
予
内
容

徴
収
猶
予
決
定

猶
予
期
間

年
月

日
～

年
月

日

被
保
険
者
氏
名

被
保
険
者
番
号

印

第
１１
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）
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介
護
保
険
料
納
付
督
促
状

あ
な
た
の
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
納
期
限
を

過
ぎ
て
未
納
と
な
っ
て
い
ま
す
。

年
度

(
年
度
相
当
)

介
護

保
険

料

第
期
分

円

被
保
険
者
番
号

調
定

コ
ー
ド

指
定
納
期
限
ま
で
に
添
付
の
納
付
書
で
必
ず
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

指
定

納
期
限

年
月

日

年
月

日

奈
良
市
長

印
＊
本
書
到
着
の
際
、
す
で
に
納
付
済
の
場
合
は

行
き
違
い
で
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

年
度
介
護
保
険
料
領
収
済
通
知
書
(奈
良
市
)
(

年
度
相
当
) 
○公

口
座

番
号

金 額
千
百
十
万
千
百
十
円

加
入
者
名

奈
良
市
会
計
管
理
者

納
期
限

備 考
被
保
険
者
番
号

調
定
コ
ー
ド

期 別

保
険

料
額

円
延

滞
金

額
円

領
収
日
付
印

納
付
義
務
者

住
所

収
納
代
行

氏
名

( コ ン ビ ニ 収 納 用 )

（
奈
良
市
／
Ｃ
Ｖ
Ｓ
本
部
保
管
）

金 融 機 関

取 り ま と め

南
都
銀
行

大
阪
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー

〒
53
9-
87
94

介
護
保
険
料

納
入
書
(奈
良
市
)
○公

口
座

番
号

金
額

円

加
入

者
名

奈
良
市
会
計
管
理
者

納
付
義
務
者
名

年 度
相 当

期 別

調
定
コ
ー
ド

被
保
険
者
番
号

保
険
料
額

円
延
滞
金
額

円
納

期
限
領

収
日

付
印

（
金
融
機
関
／
Ｃ
Ｖ
Ｓ
店
舗
保
管
収
納
代
行

介
護
保
険
料
通
知
書
領
収
証
書
(奈
良
市
) 

○公

調
定
コ
ー
ド

納
期

限

年
月

日
年 度

相 当
期 別

領
収

日
付

印
被
保
険
者
番
号

（
印
紙
不
要
）

保
険
料
額

円

延
滞
金
額

円

合
計
金
額

円

上
記
の
と
お
り
領
収
し
ま
し
た
。

（
納
付
義
務
者
保
管
）

奈
良
市
会
計
管
理
者

（
注
）
余
白
に
納
付
場
所
等
に
つ
い
て
、
裏
面
に
問
い
合
わ
せ
先
、
延
滞
金
の
算
出
方
法
、
納
付
場
所
、
滞
納
処
分
、
滞
納
し
た
場
合
の
給
付
措
置
、
不
服
申
立
て
及
び
取
消
訴

訟
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

第
１４
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）
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（
注
）
余
白
に
問
い
合
わ
せ
先
に
つ
い
て
、
裏
面
に
不
服
申
立
て
及
び
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

年
日

月

様

奈
良
市
長

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
決
定
通
知
書

定

先
に
申
請
の
あ
り
ま
し
た
、
食
費
・
居
住
費
に
係
る
負
担
限
度
額
認
定
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り

決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

申
請
年
月
日

年
月

日
決
定
年
月
日

年
月

日

決
定

事
項

承 認 す る

(承
認
内
容
）

負
担
限
度
額
（
日
額
）

適
用
年
月
日

年
月

日
食

費
：：

円
有
効
期
限

年
月

日
居

住
費

（
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
）

：
円

（
ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室
）

：
円

（
従
来
型
個
室
）
特
養
等

：
円

老
健
・
療
養
等

：
円

（
多

床
室
）

：
円

承 認 し な い

理
由

被
保
険
者
氏
名

被
保
険
者
番
号

印

　別記第22号様式から第23号様式までを次のように改める。

第
２２
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

　別記第19号様式を次のように改める。

（
注
）
余
白
に
問
い
合
わ
せ
先
に
つ
い
て
、
別
紙
に
不
服
申
立
て
及
び
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

第
１９
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
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（
注
）
余
白
に
問
い
合
わ
せ
先
に
つ
い
て
、
裏
面
に
不
服
申
立
て
及
び
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

（
注
）
余
白
に
問
い
合
わ
せ
先
に
つ
い
て
、
裏
面
に
不
服
申
立
て
及
び
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

第
２２
号
様
式
の
３
（
第
９
条
関
係
）

第
２２
号
様
式
の
２
（
第
９
条
関
係
）
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年
月

日

様

奈
良
市
長

介
護
保
険
給
付
の
支
払
方
法
変
更
予
告
通
知
書

年
月

日
に
あ
な
た
は
、
要
介
護
（
更
新
）
認
定
・
要
支
援
（
更
新
）
申
請
を
し
ま
し
た
が
、
あ
な
た
の
介
護
保
険
料

は
別
紙
の
と
お
り
滞
納
と
な
っ
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
料
が
滞
納
の
ま
ま
で
す
と
、
制
度
の
運
営
に
大
き
な
支
障
を
き
た
す
た
め
、
介
護
保
険
法
で
は
滞
納
の
方
に
対
し
、
給
付
の
支
払

方
法
を
変
更
す
る
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
今
後
も
保
険
料
滞
納
の
状
態
が
続
い
た
場
合
に
は
、
介
護
保
険
法
第
６
６
条
第
１
項
・
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
保
険
給
付

の
償
還
払
い
化
の
措
置
（
支
払
方
法
変
更
）
を
と
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
予
告
し
ま
す
。

な
お
、
特
別
な
事
情
に
よ
り
一
括
納
付
が
困
難
な
場
合
な
ど
は
、

に
相
談
し
て
下
さ
い
。

支
払
方
法
変
更
開
始
予
定
日

年
月

日

・
弁
明
の
機
会
を
付
与
す
る
通
知

こ
の
通
知
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
場
合
は
、
弁
明
を
す
る
事
が
で
き
ま
す
の
で
、
下
記
の
提
出
期
限
ま
で
に
別
紙
弁
明
書
を

提
出
し
て
下
さ
い
。

弁
明
書
提
出
先

弁
明
書
提
出
期
限

年
月

日

被
保
険
者
氏
名

被
保
険
者
番
号

印

（
注
）
余
白
に
支
払
方
法
の
変
更
の
説
明
及
び
問
い
合
わ
せ
先
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

　別記第24号様式から第26号様式までを次のように改める。

第
２４
号
様
式
（
第
１０
条
関
係
）

第
２３
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）
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第 年
号 日

月

様

奈
良
市
長

印

介
護
保
険
給
付
の
支
払
方
法
変
更
通
知
書

年
月

日
付

第
号
で
、
「
介
護
保
険
給
付
の
支
払
方
法
変
更
予
告
通
知
書
」

に
お
い
て
既
に
通
知
し
て
い
ま
す
が
、
未
だ
別
紙
の
介
護
保
険
料
が
滞
納
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
介
護
保
険
法
第
６
６
条
第
１
項
・
第
２
項

の
規
定
に
基
づ
き
、

年
月

日
以
降
に
あ
な
た
が
利
用
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
保
険
給
付
の
支
払
方
法
を
変
更
し
、

保
険
給
付
を
償
還
払
い
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

ま
た
、
滞
納
保
険
料
が
著
し
く
減
少
し
た
場
合
、
災
害
そ
の
他
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
措
置
を
中
止
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
被
保
険
者
証
を
添
え
て
、
速
や
か
に

に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

被
保
険
者
氏
名

被
保
険
者
番
号

（
注
）
余
白
に
問
い
合
わ
せ
先
等
、
裏
面
に
不
服
申
立
て
、
取
消
訴
訟
等
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

（
注
）
余
白
に
一
時
差
止
の
説
明
及
び
問
い
合
わ
せ
先
に
つ
い
て
、
裏
面
に
不
服
申
立
て
及
び
取
消
訴
訟
に

つ
い
て
記
載
す
る
。

年
月

日

様

奈
良
市
長

介
護
保
険
給
付
の
支
払
一
時
差
止
通
知
書

年
月

日
に
あ
な
た
は
、
保
険
給
付
の
償
還
払
い
の
申
請
を
し
ま
し
た
が
、
あ
な
た
の
介
護
保
険
料
は
別
紙
の
と
お
り

滞
納
と
な
っ
て
い
ま
す
。
介
護
保
険
料
が
滞
納
の
ま
ま
で
す
と
、
制
度
の
運
営
に
大
き
な
支
障
を
き
た
す
た
め
、
介
護
保
険
法
で
は
滞
納
の
方

に
対
し
、
保
険
給
付
の
支
払
の
一
時
差
止
の
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
下
記
の
期
日
ま
で
に
保
険
料
が
納
付
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
介
護
保
険
法
第
６
７
条
第
１
項
・
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

保
険
給
付
の
支
払
の
一
時
差
止
を
行
う
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
通
知
し
ま
す
。

期
日

年
月

日

な
お
、
今
回
の
給
付
の
支
払
の
一
時
差
止
の
対
象
と
な
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
及
び
金
額
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
こ
の
通
知
に
よ
り
、
保
険
給
付
の
支
払
い
の
一
時
差
止
が
行
わ
れ
た
場
合
で
も
、
災
害
そ
の
他
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
こ
の
措
置
を
中
止
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
速
や
か
に
被
保
険
者
証
を
添
え
て
、

に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

差
止
の
対
象
と
な
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

：
差
止
の
対
象
と
な
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
年
月

：
年

月

差
止
の
対
象
と
な
る
給
付
額

：
円

被
保
険
者
氏
名

被
保
険
者
番
号

印

第
２６
号
様
式
（
第
１０
条
関
係
）

第
２５
号
様
式
（
第
１０
条
関
係
）
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年
月

日

様

奈
良
市
長

介
護
保
険
滞
納
保
険
料
控
除
通
知
書

年
月

日
付
第

号
に
よ
り
、
あ
な
た
の
保
険
給
付
に
つ
い
て
一
時
差
止
め
を
行
い
、
そ
の
後
も
納

付
を
お
願
い
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
未
だ
に
介
護
保
険
料
が
納
付
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

保
険
料
が
滞
納
の
ま
ま
で
す
と
、
制
度
の
運
営
に
重
大
な
支
障
を
き
た
す
た
め
、
介
護
保
険
法
で
は
滞
納
の
方
に
対
し
、
一
時
差
止
め
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
介
護
給
付
費
か
ら
滞
納
保
険
料
を
控
除
す
る
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、介
護
保
険
法
第
６
７
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、下
記
の
と
お
り
、あ
な
た
の
、一
時
差
止
め
対
象
と
な
っ
て
い
る
保
険
給
付
か
ら

保
険
料
を
控
除
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
の
で
、
通
知
し
ま
す
。

な
お
、
被
保
険
者
証
の
支
払
方
法
の
変
更
の
記
載
を
消
除
し
ま
す
の
で
、
下
記
の
期
日
ま
で
に
被
保
険
者
証
を
持
参
下
さ
い
。

期
日

場
所

年
月

日

【
一
時
差
止
の
給
付
額
の
内
容
（
Ａ
）
】

【
控
除
保
険
料
額
（
Ｂ
）
】

※
控
除
保
険
料
額
の
詳
細
は
別
紙
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

※
な
お
、
滞
納
保
険
料
控
除
後
の
保
険
給
付
費
支
給
額
に
記
載
が
あ
る
場
合
は
、
指
定
金
融
機
関
等
の
通
帳
を
持
参
し
て
下
さ
い
。

滞
納
保
険
料
控
除
後
の
保
険
給
付
費
支
給
額
　
（
Ａ
－
Ｂ
）

円

控
除
保
険
料
額
の
合
計

：
円

一
時
差
止
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

：

一
時
差
止
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
年
月

：
年

月

一
時
差
止
の
給
付
額

：
円

被
保
険
者
氏
名

被
保
険
者
番
号

印

（
注
）
余
白
に
問
い
合
わ
せ
先
等
、
裏
面
に
不
服
申
立
て
、
取
消
訴
訟
等
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

　別記第29号様式から第32号様式までを次のように改める。
第
２９
号
様
式
（
第
１０
条
関
係
）

年
月

日
第

号

様

奈
良
市
長

介
護
保
険
給
付
の
支
払
方
法
変
更
等
予
告
通
知
書

年
月

日
に
あ
な
た
は
、
要
介
護
（
更
新
）
認
定
・
要
支
援
（
更
新
）
申
請
を
し
ま
し
た
が
、
あ
な
た
の
医
療
保
険
料

等
は
別
紙
の
と
お
り
滞
納
と
な
っ
て
い
ま
す
。

医
療
保
険
料
等
が
滞
納
の
ま
ま
で
す
と
制
度
の
運
営
に
大
き
な
支
障
を
き
た
す
た
め
、
介
護
保
険
法
で
は
滞
納
の
方
に
対
し
、給
付
の
支
払

方
法
を
変
更
す
る
等
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
今
後
も
保
険
料
滞
納
の
状
態
が
続
い
た
場
合
に
は
、
介
護
保
険
法
第
68
条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
く
保
険
給
付
の
償
還
 

払
い
化
の
措
置
（
支
払
方
法
変
更
）
及
び
支
払
の
一
時
差
止
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
予
告
し
ま
す
。

な
お
、
特
別
な
事
情
に
よ
り
一
括
納
付
が
困
難
な
場
合
な
ど
は
、

給
付
支
払
方
法
変
更
・
支
払
一
時
差
止
予
定
日

に
相
談
し
て
下
さ
い
。

年
月

日

・
弁
明
の
機
会
を
付
与
す
る
通
知

こ
の
通
知
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
場
合
は
、
弁
明
を
す
る
事
が
で
き
ま
す
の
で
、
下
記
の
提
出
期
限
ま
で
に
別
紙
弁
明
書
を
提
出
し
て
下

さ
い
。

弁
明
書
提
出
先

弁
明
書
提
出
期
限

年
月

日

被
保
険
者
氏
名

被
保
険
者
番
号

印

（
注
）
余
白
に
支
払
方
法
の
変
更
の
説
明
、
一
時
差
止
の
説
明
及
び
問
い
合
わ
せ
先
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

第
３０
号
様
式
（
第
１０
条
関
係
）
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（
注
）
余
白
に
問
い
合
わ
せ
先
等
、
裏
面
に
不
服
申
立
て
、
取
消
訴
訟
等
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

年
月

日

様

奈
良
市
長

仲
川
元
庸

介
護
保
険
給
付
額
減
額
通
知
書

月
日
に
あ
な
た
は
、
（
要
介
護
（
更
新
）
認
定
・
要
支
援
（
更
新
）
認
定
・
要
介
護
状
態
区
分
の
変
更
）
申
請
を
さ
れ
ま
し

年
た
。
し
か
し
、
あ
な
た
の
介
護
保
険
料
は
別
紙
の
と
お
り
未
納
と
な
っ
て
お
り
、
す
で
に
保
険
料
を
徴
収
す
る
権
利
が
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
い
る

た
め
、
遡
っ
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

保
険
料
未
納
の
方
に
対
し
、
通
常
の
保
険
給
付
を
行
う
こ
と
は
、
被
保
険
者
間
の
公
平
を
損
な
う
こ
と
か
ら
、
介
護
保
険
法
第
６
９
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
、
下
記
期
間
に
つ
き
介
護
給
付
等
（
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
の
支
給
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
の
支
給
、
居
宅
支
援
サ

ー
ビ
ス
計
画
費
の
支
給
及
び
特
例
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
の
支
給
並
び
に
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
及
び
高
額
居
宅
支
援
サ
ー
ビ

ス
費
の
支
給
を
除
く
。
）
の
額
の
減
額
及
び
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
高
額
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
行
わ
な
い
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た

の
で
通
知
し
ま
す
。

な
お
、
災
害
及
び
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
等
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
給
付
額
減
額
等
の
措
置
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
の
で
、
速
や
か
に

　
　
　
　
　
　
　
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

給
付
額
減
額
の
措
置
を
行
う
期
間

年
月

日
～

年
月

日

給
付
額
減
額
措
置
の
算
定
根
拠

保
険
料
徴
収
権
消
滅
期
間

×

１

給
付
額
減
額
期
間
＝
保
険
料
徴
収
権
消
滅
期
間
×

×
保
険
料
徴
収
権
消
滅
期
間
＋
保
険
料
納
付
済
期
間

１
２

２

徴
収
権
消
滅
期
間
：
（
未
納
・
時
効
消
滅
額
／
年
賦
課
額
）
＋
（
未
納
・
時
効
消
滅
額
／
年
賦
課
額
）
＋
・
＝

年

納
付
済
期
間
：
（
納
付
額
／
年
賦
課
額
）
＋
（
納
付
額
／
年
賦
課
額
）
＋
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
＝

年

被
保
険
者
氏
名

被
保
険
者
番
号

印

（
注
）
余
白
に
問
い
合
わ
せ
先
等
、
裏
面
に
不
服
申
立
て
、
取
消
訴
訟
等
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

第
３２
号
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式
（
第
１０
条
関
係
）

第
３１
号
様
式
（
第
１０
条
関
係
）
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　　　附　則
（施行期日）
１　この規則は、平成２７年２月１３日から施行する。
（経過措置）
２　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市介護保険規則の規定に基づき作成されている用紙
は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

（平成２７年２月１３日掲示済）

　　告　　　　　　　示　　

奈良市告示第５９号
　奈良市営住宅等空家入居者を次のとおり募集します。
　平成２７年２月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
次のとおり省略

（平成２７年２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６０号
　平成２６年奈良市告示第６７１号（予防接種の実施）の一部
を次のように改正する。

　平成２７年２月２日
奈良市長　仲　川　元　庸　

次のよう省略
（平成２７年２月２日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第６１号
　平成２６年奈良市告示第６７２号（予防接種の実施）の一部
を次のように改正する。
　平成２７年２月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
次のよう省略

（平成２７年２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６２号
　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び
第５３条第１項の規定により、指定居宅サービス事業者及び
指定介護予防サービス事業者を指定しましたので、同法第
７８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により公示しま
す。
　平成２７年２月２日

　奈良市長　仲　川　元　庸　

指定年月日
事業者事業所

事業所番号
法人名法人所在地名称所在地

平成２７年２月１日有限会社あんしん奈良市あやめ池北一丁目５番
５号デイサービスあおい奈良市中山町１２５０番７号2970106759

平成２７年２月１日合同会社悠奈良市西九条町１９５番地福祉用具のリリー奈良市西九条町１９５番地2970106742

平成２７年２月１日株式会社月芳奈良市杉ヶ町３３番地３法蓮吉祥寺デイサービス奈良市法蓮町４２３番2970106767

（平成２７年２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６３号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規定に
より公告します。
　平成２７年２月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　入札に付する事項
　道路災害復旧工事（月ヶ瀬尾山地内・尾山観梅線）ほ
か３件（各工事の工事名、工事場所、工期、工事概要、
予定価格、最低制限基準価格及び最低制限モデル型算出
価格は別表のとおり）
以下省略

（平成２７年２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６４号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成２７年２月２日

奈良市長　仲　川　元　庸　

１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成２７年２月１日
３　移動対象区域
近鉄奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域

４　保管場所
　　奈良市大安寺西二丁目288－１
　　奈良市自転車等保管施設
５　引取期間
　移動日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条
例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除く。
６　引取時間
　　午前９時から午後４時30分まで
７　引取りのための必要事項
敢　印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認で
きるもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持
ちください。
柑　次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収しま
す。

　　　　ア　移動費　自転車　　　　　2,000円
　　　　　　　　　　原動機付自転車　4,000円
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　　　　イ　保管費　1,000円（ただし、移動日から14日以
内は無料）

８　連絡先
　　奈良市市民生活部　交通政策課
　　電話0742－34－1111代表

（平成２７年２月２日掲示済）
　　　 　　　

奈良市告示第６５号
　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準
用する同法第５０条の２の規定により施術者から事業を廃止
した旨の届出がありましたので、同法第５５条の３の規定に
より次のとおり告示します。
　平成２７年２月３日

奈良市長　仲　川　元　庸　

指定年月日診療科目医療機関の所在地医療機関の名称医師の氏名

平成２６年１１月２５日

内科、循環器内科
外科、整形外科
（肢体不自由）
（呼吸器機能障害）

奈良市船橋町８番地一般財団法人
沢井病院澤井　伸之

平成２６年１２月１９日整形外科
（肢体不自由）奈良市東紀寺町一丁目５０番１号市立奈良病院高　伸夫

平成２６年１２月２５日消化器内科
（肝臓機能障害）奈良市東紀寺町一丁目５０番１号市立奈良病院森　康二郎

廃止年月日廃止した施術の種類
指定施術者の氏名

施術所の所在地施術所の名称

平成２６年９月４日あんま
多田　喜次

奈良県奈良市南永井町乙１１９番地８多田　喜次

平成２６年９月４日はり・きゅう
多田　喜次

奈良県奈良市南永井町乙１１９番地８多田　喜次

（平成２７年２月３日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第66号
　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第５５条の３の
規定により次のとおり告示します。
　平成２７年２月３日

奈良市長　仲　川　元　庸　

指定年月日施術の種類
指定施術者の氏名

施術所の所在地施術所の名称

平成２７年１月２１日はり・きゅう
阪口　恵二朗

奈良県奈良市大宮町六丁目３－２０古賀鍼灸院（阪口　恵二朗）

（平成２７年２月３日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６７号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成２７年２月３日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成２７年２月３日
３　移動対象区域
JR奈良駅周辺及び近鉄大和西大寺駅周辺自転車等放
置禁止区域

以下省略
（平成２７年２月３日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第６８号
　奈良市住居表示に関する条例（昭和４２年奈良市条例第２１
号）第３条の規定により、次のとおり住所番号をつけたの
で、同条例第３条第４項の規定により告示します。
　平成２７年２月３日

奈良市長　仲　川　元　庸　
次のとおり省略

（平成２７年２月３日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第６９号
　身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１
項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市
身体障害者福祉法施行細則（昭和６２年奈良市規則第２９号）
第３条の規定により告示します。
　平成２７年２月３日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２７年２月３日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第７０号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良

市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規定に
より公告します。
　平成２７年２月４日

　奈良市長　仲　川　元　庸　
１．入札に付する事項
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　敢　事業名称
　　　世界遺産学習コンテンツ作成の委託
　柑　世界遺産学習コンテンツ作成
　　・　世界遺産学習コンテンツ作成スケジュールの調整
　　・　世界遺産学習コンテンツの作成業務
　　　　①　世界遺産学習　ホームページ
　　　　②　世界遺産学習　副読本（電子書籍版）
　　　　③　世界遺産学習　現地観光アプリ
桓　作成コンテンツの導入及び運用支援

　　・　導入支援
　　・　運用支援
　　・　研修
棺　その他

以下省略
（平成２７年２月４日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第７１号
　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
　なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
　平成２７年２月４日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　許可の年月日及び番号
　　平成２６年１０月１６日　奈良市指令都整開　第１４Ａ－１９号
　　平成２７年１月８日　奈良市指令都整開　第１４Ａ－１９－

１号
２　検査済証の交付年月日及び番号
　　開発行為　　平成２７年２月４日　　第１４５１号
３　開発区域に含まれる地域
　　奈良市藤原町６７番１
４　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　奈良市藤原町６番地
　　川端　弘記

（平成２７年２月４日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第７２号
　奈良市都祁小山戸町の一部の土地について、国土調査法
（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査を行い、地図及び
簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公示
する。
　なお、当該地図及び簿冊は、次のとおり一般の閲覧に供
する。
　平成２７年２月５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　地図及び簿冊の名称
　　地籍図及び地籍簿
２　地図は平成２６年３月測量、簿冊は平成２５年１２月５日
（一筆地調査が終了した日）現在の状況により調査し、
作成したものである。

３　閲覧期間
　　平成２７年２月６日から平成２７年２月２５日まで　２０日間
４　閲覧場所
　　奈良市都祁行政センター業務課　（奈良市都祁白石町

１０２６番地の１）
５　閲覧の結果、誤り等があると認めた場合は、上記の閲
覧期間内に、当該調査を行った者に対し、訂正の申出
をすることができる。

６　誤り等訂正の申出は、書面によることになっているの
で、各自印章を持参すること。

７　誤り等訂正申出書の用紙は、請求があれば閲覧場所で
交付する。

８　閲覧時間は、期間中毎日午前８時３０分から午後５時ま
での間とする。

（平成２７年２月５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第７３号
　奈良市月ヶ瀬梅の資料館条例（平成１７年奈良市条例第４３
号）第４条の３第２項の規定により次のとおり臨時に開館
します。
　平成２７年２月５日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２７年２月５日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第７４号
　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定
により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま
したので、同法第５５条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
　平成２７年２月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２７年２月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第７５号
　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条第１項の規
定により医療機関を指定しましたので、同法第５５条の３の
規定により告示します。
　平成２７年２月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成２７年２月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第７６号

臨時に開館する日施設名

平成２７年２月１９日（木）及び同月２６日（木）
並びに同年３月５日（木）、同月１２日（木）、
同月１９日（木）及び同月２６日（木）

奈良市月ヶ瀬梅の資料館

廃止年月日医療機関の所在地医療機関の名称

平成26年9月30日奈良県奈良市大森町４６番地稲田病院

指定年月日医療機関の所在地医療機関の名称

平成２６年１０月１日奈良県奈良市大森町４６番地医療法人社団　湧水
方円会　稲田病院
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　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の
とおり指定しましたので、同法第５５条の３の規定により告

示します。
　平成２７年２月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　

指定年月日施設又は実施する事業の種類

指定介護機関

所在地名称

開設者

主たる事務所の所在地名称

平成２６年１１月１日居宅　居宅療養管理指導 
介護予防　居宅療養管理指導

奈良県奈良市中登美ケ丘一丁目１９９４
－３D－１６－１中登美診療所

奈良県奈良市中登美ケ丘一丁目１９９４
－３D－１６－１藤川　昌敏

（平成２７年２月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第７７号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成２７年２月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成２７年２月６日
３　移動対象区域
近鉄奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺及び近鉄富雄駅周
辺自転車等放置禁止区域

以下省略
（平成２７年２月９日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第７８号
　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
　なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
　平成２７年２月９日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　許可の年月日及び番号
　　平成２５年９月９日　奈良市指令都整開　第１３Ａ－２１号
　　平成２６年３月２８日　奈良市指令都整開　第１３Ａ－２１－

１号
２　検査済証の交付年月日及び番号
　　開発行為　　平成２７年２月９日　　第１４５２号
　　公共施設　　平成２７年２月９日　　第６８１号
３　開発区域に含まれる地域
奈良市小西町２５番１、２５番４、２５番５及び林小路町１
番６

４　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　大阪市中央区大手前一丁目７番３１号
　　京阪電鉄不動産株式会社　代表取締役　三浦　達也

５　公共施設の種類、位置及び区域
敢　道路
　　　奈良市小西町２５番４
柑　公園
　　　奈良市小西町２５番５
桓　防火水槽
　　　奈良市林小路町１番６の一部
棺　調整池
　　　奈良市林小路町１番６の一部

（平成２７年２月９日掲示済）
　　　 　　　
奈良市告示第７９号
　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
　平成２７年２月１０日

奈良市長　仲　川　元　庸　
１　移動理由
　　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２　移動年月日
　　平成２７年２月１０日
３　移動対象区域
JR奈良駅周辺、近鉄新大宮駅周辺及び近鉄高の原駅
周辺自転車等放置禁止区域

以下省略
（平成２７年２月１０日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第８０号
　平成２６年度軽自動車税納税通知書を郵送したが、その送
達を受けるべき者の住所等が不明なため送達することがで
きないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の
２及び奈良市税条例（昭和４６年奈良市条例第１２号）第６条
の規定により、次のとおり公示送達します。
　なお、この公示送達に係る関係書類は財務部税務室市民
税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれ
ばいつでも交付します。
　平成２７年２月１３日

奈良市長　仲　川　元　庸　
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別紙省略
（平成２７年２月１３日掲示済）

　　　 　　　
奈良市告示第８１号
　平成２６年奈良市告示第６７２号（予防接種の実施）の一部
を次のように改正する。
　平成２７年２月１５日

奈良市長　仲　川　元　庸　
次のよう省略

（平成２７年２月１５日掲示済）

　 　 公 営 企 業 　

奈良市企業局告示第５号
　公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水
道法（昭和３３年法律第７９号）第９条の規定に基づき次のと
おり公示します。
　その関係図書は、平成２７年２月１６日から２週間、奈良市
企業局下水道部下水道維持課に備え置いて縦覧に供しま
す。
　平成２７年２月２日

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

１　公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日
　　平成２７年２月１６日
２　公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域
　　奈良市疋田町一丁目及び若葉台一丁目の各一部
３　供用を開始する排水施設の位置 

４　供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別
　　分流式
５　終末処理場の位置及び名称
　　大和郡山市額田部南町１６０番地　奈良県浄化センター

（平成２７年２月２日掲示済）
　　　 　　　
奈良市企業局告示第６号
　次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和４０年奈
良市規則第４３号）第２条の規定により公告します。　　　　
　平成２７年２月２日　　　　　　　　　　　　　　　　　

奈良市公営企業管理者　
池　田　　　修　

１　入札に付する事項
　口径７５粍消火栓設置工事、奈良市二名一丁目地内ほか
１件（工事種別、工事番号、工事名称、工事場所、工期、
工事概要、予定価格及び最低制限基準価格は別表のとお
り）
以下省略

（平成２７年２月２日掲示済）

　 　 教 育 委 員 会 　

奈良市教育委員会告示第３号
　平成２７年２月定例教育委員会を次のとおり開催しますの
で、奈良市教育委員会会議規則（昭和５７年奈良市教育委員
会規則第１２号）第３条第２項の規定により告示します。
　平成２７年２月６日

奈良市教育委員会　　　　　
委員長　杉　江　雅　彦　

１　日　時
　　平成２７年２月１０日（火）
　　　　　　　　午前１０時００分から
２　場　所
　　奈良市役所　北棟６階　第２１会議室
３　会議に付すべき事件
　１　教育長報告
敢　奈良市子ども読書活動推進委員会設置要項の廃止
について
柑　小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録の変
更について

　２　議　　事
議案第６７号　奈良市子ども読書活動推進懇話会設置

要綱の制定について
議案第６８号　奈良市指定文化財の指定について
議案第６９号　平成２６年度奈良市立幼稚園修了証書授

与式並びに奈良市立小・中・高等学校、
春日中学校夜間学級卒業証書授与式に
おける奈良市教育委員会祝辞等につい
て

議案第７０号　「奈良市立高等学校及び幼稚園におけ
る授業料等に関する条例の一部を改正
する条例」について

　３　その他
敢　奈良市教育委員会の後援・共催にかかる事業につ
いて　　１月〜２月
柑　子ども・子育て支援新制度における奈良市立こど
も園の方針について

　傍聴受付は、開催日の午前９時００分から午前９時５０分ま
でです。定員は５名で定員になり次第締切させていただき
ます。

（平成２７年２月６日掲示済）

平成２６年５月９日１　この通知書の発送年月日

平成２６年６月２日変更前
２　この公示送達により変更する納期限

平成２７年３月２日変更後

別紙のとおり３　送達を受けるべき者

終　　　点　起　　　点管　渠　番　号

奈良市若葉台一丁目
３５－１

奈良市疋田町一丁目
３０－１０

あやめ池南幹線－
５００

奈良市若葉台一丁目
３６－１２

奈良市若葉台一丁目
３５－２

あやめ池南幹線－
５０１

奈良市疋田町一丁目
４７－４

奈良市若葉台一丁目
３０－２

あやめ池南幹線－
５０２



第３１４号
平成２７年３月１３日 　

（金 曜 日） 奈 良 市 公 報

― 18 ―

　 　 選 挙 管 理 委 員 会 　

奈良市選挙管理委員会告示第４号
　奈良市の投票区について（平成９年奈良市選挙管理委員
会告示第３４号）の一部を次のように改正し、平成２７年２月
１３日から施行します。
　平成２７年２月１３日

奈良市選挙管理委員会　　　
委員長　西久保　武　志　

　第１２投票区の項中「三条桧町、三条栄町、大宮町三丁目」
を「大宮町三丁目」に改める。
　第１３投票区の項中「三条本町（１番街区の１号から６５号
まで、２番街区から７番街区まで）、大宮町一丁目（１番
街区）」を「大宮町一丁目」に改める。
　第３０投票区の項中「、帝塚山三丁目」を削る。
　第４４投票区の項中「須山町」の次に「、誓多林町」を加
える。
　第４５投票区の項中「誓多林町」を「五条西一丁目（１０番
街区、１２番街区から３６番街区まで）、五条西二丁目、赤膚
町、六条緑町一丁目、六条緑町二丁目、六条緑町三丁目、
六条西一丁目（１２番街区、１３番街区）、青垣台一丁目、青
垣台二丁目、青垣台三丁目」に改める。
　第６４投票区の項中「五条西一丁目、五条西二丁目、赤膚
町」を「五条西一丁目（１０番街区、１２番街区から３６番街区
までを除く。）」に改め、「、六条緑町一丁目、六条緑町二
丁目、六条緑町三丁目」を削り、「六条西一丁目」を「六
条西一丁目（１２番街区、１３番街区を除く。）」に改め、「、
青垣台一丁目、青垣台二丁目、青垣台三丁目」を削る。
　第７３投票区の項中「中町（３,４６５番地から３,５４４番地まで）」
の次に「、帝塚山三丁目」を加える。
　第７５投票区の項中「三条本町（１番街区の１号から６５号
まで、２番街区から７番街区までを除く。）」を「三条桧町、
三条栄町、三条本町」に改め、「、大宮町一丁目（１番街
区を除く。）」を削る。

（平成２７年２月１３日掲示済）

　 　 農 業 委 員 会 　
　　　　　　　　　　　　　
奈良市農業委員会告示第３号
　奈良市農業委員会平成２７年２月農地部会の会議を次のと
おり招集しますので、奈良市農業委員会部会会議規則（昭
和３２年奈良市農業委員会告示第４号）第３条第１項の規定
により告示します。
　平成２７年２月６日

奈良市農業委員会　　　　　　　
農地部会長　西　井　　　隆　

１　日　時
　　平成２７年２月１３日（金）　午後１時３０分
２　場　所
　　奈良市二条大路南一丁目１番１号

　　奈良市役所　北棟６階　第２２会議室
３　審議案件
敢　農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３条、第４条及び
第５条に関する許可申請及び届出について
柑　相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認
について
桓　農地法第１８条第６項の規定による通知の受理につい
て（１月専決処理分）

（平成２７年２月６日掲示済）
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